
令和元年度 

授業料減免制度 
 

ケイセンビジネス公務員カレッジ 
 

 

１．趣   旨   ケイセンビジネス公務員カレッジにおける経済的理由により就学が困難な

学生に係る保護者負担の軽減を図るため、学生の授業料について免除を行い

ます。 
 
２．金   額 １０万円または２０万円 
 
 
３．人   数  １０名程度（各５名） 
 
 
４．申 込 期 限   ７月１９日までに事務室に必要書類を提出ください。 
   （申請書等の受取は１０日までに行ってください。） 
 

５．減免対象者 授業料減免を受けることができる者は次のいずれかに該当する者とします。 
①生活保護世帯の学生 
②市町村民税所得割非課税世帯の学生 
③所得税非課税世帯の学生 

 

６．選 考 基 準   上記の減免対象者の内、学習状況・出席状況が良好であり、学校等が実施

するアンケート等に協力できる者とする。なお、定員を超える申込があった

場合は、世帯の所得金額等の経済的要件（所得税・市町村民税所得割非課税

世帯等）を勘案して選考します。（①②③の順に選考） 
 

７．提 出 書 類  １ 授業料減免申請書       （事務室にて受取） 
２ 学費負担者の世帯等状況調書  （事務室にて受取） 
３ 減免要件に該当する者であることを証明する関係官公署の証明書 

（原本） 
（生活保護受給証明書、所得・課税証明書(市役所等)   

         ４ その他必要と認められるもの 
 申込み時は、保護者の証明書のみで結構ですが、減免対象者に選出さ

れた場合は、１８歳以上の家族（学生本人含む）の証明書も必要とな

る場合があります。 
 
 

 

 

  



令和元年   月   日 

 

授業料減免申請書 
 

学校法人 郡山学院 

ケイセンビジネス公務員カレッジ 

学校長 岡部 隆男  様 

      申請者 

      学籍番号        

 

氏名                    印 

 

住所                      

 

学費負担者             続柄  

氏名              （    ）印 

 

住所                      

 

授業料の減免を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１．減免を必要とする理由 

経済的理由により就学が困難な学生に係る保護者負担の軽減を図るため 

 

２．減免額 ２０万円 または １０万円（学校側にて決定） 

   ２回目学費（今回請求）３０万円より減額 

   又は、納入済の方には返金いたします。 

以上 

  



世帯状況調書 
 

学校名 ケイセンビジネス公務員カレッジ 

 

学籍番号        

 

学生氏名              

 

 

世

帯

等

の

状

況 

 続
柄 

氏  名 年
齢 

同居 

別居 

所得金額

（円） 
勤務先・学校等 

（
学
生
本
人
を
含
む
） 

学
生
と
生
計
を
同
一
に
し
て
い
る
親
族 

父      

母      

      

      

      

      

      

      

[世帯等の特殊事情] 

 

 

 

 

 

 

 


